
【住民センター運営経費の地域負担による施設整備基金の創設について】（案） 

 

資 料 ２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

阪 

南 

市 

役 

所 

➆ 
・耐震改修 
・バリアフリー化 

③光熱水費 

阪 

南 

市 

役 

所 

③維持管理

費を負担 

② 

・指定管理委

託費 

・住民センタ

ー使用料の

10％還元 

④光熱水費の

一部を負担 

住民センター 

利  用  者 

⑤点検費用等を

負担 

※住民セン

ター使用料

は、すべて指

定管理者の

収入とする。 

住民センター 

利  用  者 

①住民センター使用料 

③利用者団体等による

光熱水費の負担 

⑥ 

・光熱水費の一部地域

負担により、市の支

出が減少した効果額

を一般財源より積み

立てる。 

・財政状況を勘案した

税（一般財源）の投

入 

阪 

南 

市 
役 
所 

住民センター 

利  用  者 

住民センター 

指定管理者 

維持管理費 

①住民センター

使用料 

現 在 ステップ１ 

 

耐震改修や老朽施設の改修、バ

リアフリー化などに十分に対応

できていない状況です。 

持続可能で且つ利用しやすい

施設に改修するため、「（仮称）住

民センター運営基金」の設立を目

指します。 

ステップ２
移譲案 

ステップ３
移譲案 

(仮) 住 民 セ ン タ ー 施 設 整 備 基 金 

（効果額 ＋ 税） 

Ｒ６～ 

※条例規則の改正

による利用制限の

緩和 

Ｒ２７ 

⑥ 

・光熱水費の地域負

担により、市の支出

が減少した効果額

を一般財源より積

み立てる。 

・財政状況を勘案し

た税（一般財源）の

投入 

②指定管理委

託料 

住民センター 

指定管理者 

維持管理費 

②指定管理委

託費 

（仮称） 
自治会会館 

（管理運営） 

自治会 

維持管理費 

阪 

南 

市 

役 

所 

②維持管

理費 

④ 
・大規模改修補助 
・建て替え補助 

③ 

・維持管理費の地

域負担により、

市の支出が減少

した効果額を一

般財源より積み

立てる。 

・財政状況を勘案

した税（一般財

源）の投入 

住民センター 

指定管理者 

維持管理費 

※住民セン

ター使用料

は、すべて指

定管理者の

収入とする。 

④光熱水費 

施設利用者 ※条例規則の適用

を受けない自治会

の裁量による運営 

※公の施設として

一定の利用制限有 

①住民センター

使用料 

①自治会の裁量

による使用料

の徴収 


